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寛
容
と
権
利

佐
藤

〈
要
旨
〉

本
稿
の
目
的
は
、
人
類
学
の
立
場
か
ら
、
文
化
の
多
様
性
の
理
論
を
ど
の
よ
う
に
扱

う
べ
き
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
の
政
治
理
論
が
妥
当
で

あ
る
こ
と
を
一
不
す
こ
と
に
あ
る
。

文
化
の
多
様
性
の
多
元
論
的
な
説
明
は
妥
当
せ
ず
、
文
化
の
多
様
性
は
=
冗
論
的
な

視
点
か
ら
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
稿
は
、
多
元
論
的
な
多
様
性
の

理
解
に
基
づ
く
「
差
異
の
政
治
」
の
立
場
は
不
十
分
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
結
論
づ
け

る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
二
冗
論
的
な
多
様
性
の
理
解
に
基
づ
く
「
普
遍
尊
重

の
政
治
」
の
枠
の
中
で
、
少
数
派
の
権
利
を
重
く
見
る
こ
と
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
重

要
に
な
る
と
考
え
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

文
化
の
多
様
性
、

差
異
の
政
治
、

ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
i
キ
ン

研

145一一一寛容と権利



問
題
の
所
在

本
稿
は
拙
稿
「
文
化
の
多
様
性
と
解
釈
」
(l)

で
の
議
論
の
う
ち
、
政
治
理
論

と
の
境
界
領
域
に
か
か
わ
る
部
分
に
つ
い
て
、
や
や
詳
細
に
述
べ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
主
題
は
、
「
文
化
」
と
そ
の
多
様
性
に
つ
い
て
の
見
解
を

明
確
化
し
、
「
人
権
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
原
理
の
普
遍
性
を
否
定
ず
る
議
論

を
テ
ス
ト
し
た
上
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
い
う

「
差
異
の
政
治
」
と
「
普
遍
尊
重
の
政
治
」
と
の
対
立
(
主
に
決
着
を
つ
け
、
後

者
に
属
す
る
と
さ
れ
る
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
の
権
利
論
互
を
、
限
定
的

に
で
は
あ
る
が
、
支
持
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
示
す
議
論
を
提
示
す

る
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
は
、
人
類
学
の
立
場
か
ら
、
「
文
化
」
と
政
治
の
問
題
を

政
治
理
論
へ
の
関
心
を
も
っ
て
、
理
論
的
に
空
察
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
歴
史
と
理
論
、
社
会
と
「
文
化
」
、
法
律
と
政
治
の
問
題
の
密
接
な

関
係
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
極
め
て
便
宜
的
な
制
約
の
結
果
、
表
面
的

に
は
、
そ
の
一
面
に
し
か
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
老
品
思
頂
き
た
い
。

基
本
的
に
は
、
人
間
や
「
文
化
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
が
妥
当
な
の

か
を
理
論
的
に
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
実
は
、
ど
の
政
治
理
論
が
妥
当
と
考
え

る
の
か
を
決
定
づ
け
る
。
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
妥
当
な
理
論
の
要
件
を
提

示
す
る
こ
と
に
な
る
。
文
化
的
多
様
性
を
考
慮
す
る
政
治
理
論
は
、
人
間
や

「
文
化
」
に
つ
い
て
の
特
定
の
見
解
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
見
解
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
そ
の
か
た
ち
も
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
成
り
立
ち

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
文
化
」
の
理
論
の
深
化
は
新
た
な

政
治
理
論
の
展
開
の
余
地
を
開
拓
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
人
間
観
、
文
化
観
の
検
討
の
作
業
自
体
に
は
、
社

会
・
文
化
人
類
学
に
携
わ
る
者
に
も
、
発
言
の
余
地
が
あ
る
の
で
あ
り
、
結
果

的
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
政
治
理
論
の
テ
ス
ト
や
新
た
な
展
開
へ
の
模
索

の
作
業
に
も
か
か
わ
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
は
、
「
人
間
」
と
は
何
か
、
「
文
化
」
と
は
何
か
、
そ
れ
ら
の
「
多
様
性
」

と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
た
と
え
ど
の
よ
う
に
抽
象
度
が
高
く
、
高

度
に
形
式
的
な
も
の
と
な
る
に
せ
よ
、
最
終
的
に
は
、
裁
判
所
と
い
っ
た
、
係

争
仲
裁
の
場
で
の
使
用
に
さ
え
耐
え
う
る
、
し
っ
か
り
と
し
た
準
拠
原
理
と
な

る
よ
う
な
明
確
な
見
解
を
述
べ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点

が
こ
れ
ま
で
の
、
旦
ハ
体
性
、
個
別
性
を
重
く
見
る
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ァ
!
の
議
論

を
は
じ
く
ひ
と
つ
の
関
門
と
な
っ
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
具
体

例
の
検
討
か
ら
ど
ん
な
規
定
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
と
か
と
い
っ
た
か
た
ち
で

の
抽
象
は
、
こ
う
し
た
姿
勢
と
必
ず
し
も
ぶ
つ
か
る
も
の
で
は
な
い
し
、
今
日
、

新
し
い
人
類
学
的
研
究
の
路
線
が
模
索
さ
れ
る
中
で

zz
そ
う
し
た
歴
史
的
、

具
体
的
、
事
例
研
究
的
視
点
と
の
つ
な
が
り
へ
の
配
慮
を
維
持
し
な
が
ら
も
、

理
論
的
議
論
へ
の
参
J

加
の
道
を
探
る
努
力
も
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
一
つ
と
し
て

理
解
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
の
立
場
も
こ
の
点
に
あ
る
。

さ
て
、
本
論
に
は
い
る
前
に
、
本
稿
の
狙
い
な
ど
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
述
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べ
て
お
き
た
い
。

本
稿
は
大
き
く
二
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

一
つ
は
、

国
家
、
中
間
団
体
、
個
人
の
ど
こ
に
重
き
を
お
い
て
、
社
会
秩
序
の
問
題
を
考

え
る
の
か
と
い
う
、
政
治
理
論
に
お
け
る
古
典
的
か
つ
原
初
的
な
議
論
で
あ
る
。



も
う
ひ
と
つ
は
、
文
化
の
違
い
は
、
本
質
的
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
構
築
さ

れ
る
も
の
な
の
か
と
い
う
比
較
的
新
し
い
議
論
で
あ
る
。
現
在
、
こ
の
二
つ
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
属
す
る
論
点
が
混
在
す
る
か
た
ち
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
片
方
だ
け
を
独
立
に
論
じ
る
の
は
、
時
代
遅
れ
の
観
が
あ
る
が
、
敢
え
て
、

一
一
つ
の
問
題
系
を
抽
象
す
る
こ
と
で
、
問
題
の
焦
点
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。

「
文
化
」
に
関
心
を
持
つ
者
の
議
論
で
は
、
第
一
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
属
し
て
い

た
問
題
が
軽
視
さ
れ
玉
、
逆
に
、
政
治
に
関
心
を
寄
せ
る
場
合
、
第
二
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
に
属
す
る
問
題
が
精
査
さ
れ
る
こ
と
な
く
議
論
が
行
わ
れ
や
す
く
な

る
か
ら
で
あ
る

E
o

テ
ー
ラ
ー
の
図
式
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
と
、
「
文
化
」
に
関
心
を
寄
せ
る

議
論
が
差
異
を
独
自
性
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、
政
治
に

関
心
を
寄
せ
る
議
論
は
普
遍
主
義
に
立
つ
も
の
を
指
す
。
そ
し
て
、
政
治
に
関

心
を
寄
せ
る
議
論
は
、
第
一
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
い
う
個
人
の
重
視
の
立
場
で

あ
り
、
「
差
異
の
政
治
」
が
、
中
間
団
体
重
視
の
立
場
を
し
よ
い
こ
む
こ
と
が
明

瞭
に
見
え
る
。
「
差
異
の
政
治
」
の
中
に
は
、
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
な
テ
l
ラ

l
自
身
の
立
場
や
、
「
差
異
の
政
治
」
概
念
を
唱
え
た
ア
イ
リ
ス
・
ヤ
ン
グ
の

「
差
異
化
さ
れ
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」
の
主
張
、
ヤ
ン
グ
と
と
も
多
文
化
主
義

的
政
治
論
の
分
野
で
の
双
壁
と
い
わ
れ
る
、
リ
ベ
ラ
ル
の
後
継
を
自
認
す
る
ウ

イ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
の
立
場
や
、
ス
テ
ユ
ア
l
ト
・
ホ
l
ル
の
立
場
な
ど
多
様

な
立
場
を
含
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
(
7
5

結
局
、
「
差
異
の
政
治
」
も
、
「
人

権
」
や
「
民
主
主
義
」
の
価
値
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
は
、
周
知
の
通

り
な
く
、
ま
た
、
政
治
に
関
心
を
寄
せ
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
文
化
的
多
様
性

や
社
会
秩
序
の
意
義
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
文
化
」
に
関

心
を
寄
せ
る
議
論
で
は
個
人
の
救
済
が
、
政
治
に
関
心
を
寄
せ
る
議
論
で
は
、

集
団
の
尊
重
が
懸
案
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
「
集
団
」
の
維

持
と
「
個
人
」
の
尊
厳
と
の
聞
に
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
の
か
と
い

う
難
問
を
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
抱
え
こ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
差
異

の
政
治
」
の
場
合
、
こ
の
苦
悩
は
、
「
多
文
化
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
多

様
性
を
尊
重
し
て
、
し
か
も
い
か
な
る
人
の
人
の
生
も
あ
ま
り
厳
格
に
脚
本
化

し
な
い
、
そ
う
し
た
承
認
を
め
ぐ
る
政
治
は
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
」

E
と
い

う
エ
イ
ミ
1
・
ガ
ッ
ト
マ
ン
の
ま
と
め
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
深
い
。

こ
う
し
た
二
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
意
識
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
今
日
の

「
文
化
」
と
政
治
の
問
題
を
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
整
理
し
、
リ
l
・
ク
ァ
ン
ユ

ー
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
の
政
治
家
の
主
張
す
る
西
欧
的
原
理
の
普
遍
的
妥
当
性
の

否
定
の
主
張
も
含
め
て
、
「
文
化
」
と
そ
の
多
様
性
に
つ
い
て
の
見
解
を
検
討
す

る
。
そ
の
結
果
引
き
出
さ
れ
る
見
解
は
、
「
文
化
」
の
厳
格
な
多
元
性
を
認
め
る

こ
と
の
困
難
き
で
あ
り
、
ま
た
、
人
間
認
識
の
普
遍
的
な
主
観
性
を
認
め
ざ
る

を
え
な
い
点
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
「
文
化
」
の
「
主
観
主
義
的
一
元
論
」
モ
デ

ル
と
い
う
か
た
ち
で
、
こ
の
点
を
定
式
化
す
る
。

厳
格
な
多
元
性
の
否
定
は
、
見
掛
け
の
多
様
性
の
重
さ
を
否
定
す
る
も
の
で

は
決
し
て
な
い
。
「
文
化
」
が
多
様
で
あ
る
と
い
う
時
、
そ
の
多
様
性
は
、
異
な

る
も
の
同
士
の
分
立
の
示
す
多
'
様
性
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
一
つ
の
も
の

の
多
性
の
示
す
多
様
性
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
多
元
論
と

一
一
克
論
と
の
違
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
元
論
か
多
元
論
か
の
違
い
は
、

見
掛
け
の
多
様
性
の
軽
重
と
は
論
理
的
に
は
別
の
事
柄
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
議
論
を
行
う
際
に
キ
ー
と
な
る
の
が
、
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
、
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「
寛
容
」
で
あ
り
、
続
い
て
問
題
に
な
る
の
が
「
権
利
」
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
本
稿
は
、
「
文
化
」
と
そ
の
多
様
性
の
検
討
の
作
業
と
、
こ
の
寛
容
と
権
利

の
検
討
の
作
業
と
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。

「
寛
容

(g-2E-oロ
ビ
自
体
は
、

J.
ロ
ッ
ク
の
小
論
や
J
.
5
.
ミ
ル
の

「
自
由
論
」
に
さ
か
の
ぼ
る
、
政
治
理
論
上
の
基
本
問
題
の
ひ
と
つ
互
で
、
宗

教
や
価
値
の
違
い
な
ど
を
含
む
「
違
い
」
を
許
容
す
る
態
度
を
さ
し
、
多
元
的

な
状
況
の
中
で
、
社
会
を
平
和
的
に
維
持
し
、
統
合
す
る
た
め
に
必
要
な
態
度

と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
に
は
、
大
き
な
問
題
点
が
存
在

す
る
こ
と
も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
対
立
関
係
に
あ
る
価
値
や
価

値
観
を
本
当
に
許
容
で
き
る
の
か
、
と
い
う
「
寛
容
の
デ
イ
レ
ン
マ
」
と
呼
ば

れ
る
、
原
理
的
な
問
題
で
あ
る

B
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
現
実
に
は
、
常
に
「
寛

容
」
を
説
く
の
は
、
当
該
の
関
係
性
に
お
け
る
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
や
支
配
の
側

か
ら
で
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
や
従
属
す
る
側
へ
の
「
寛
容
」
の
要
求
と
い
う
か

た
ち
で
、
実
質
、
「
従
属
」
を
求
め
、
そ
れ
を
美
化
す
る
、
卑
劣
な
偽
善
的
行
為

で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
、
歴
史
的
、
経
験
的
、
社
会
学
的
な
問
題
が
そ
れ
で

あ
る
2
5

本
稿
で
の
議
論
は
こ
う
し
た
問
題
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
な
お
、

こ
の
概
念
を
軸
に
、
最
初
の
作
業
で
明
ら
か
に
な
っ
た
論
点
を
霊
倖
吊
す
る
。

「
権
利
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
来
歴
等
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

こ
こ
で
は
、
特
に
、
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
の
「
平
等
な
尊
重
と
配
慮
を
受
け
る
権
利
」

を
指
し
、
被
抑
圧
者
の
「
言
語
権
」
「
文
化
権
」
「
生
活
権
」
と
い
っ
た
権
利
の

問
題
と
代
替
関
係
に
あ
る
問
題
を
意
味
す
る
。
「
寛
容
」
の
老
桑
の
結
果
を
、
つ
け

て
、
ド
ゥ
オ
1
キ
ン
の
議
論
の
有
効
性
を
確
認
す
る
作
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

さ
て
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
「
寛
容
」
や
「
権
利
」
の
問
題
そ
の
も
の
は
、

政
治
理
論
で
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
行
い
う
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

既
に
述
べ
た
「
文
化
」
と
そ
の
多
様
性
の
検
討
の
作
業
に
よ
っ
て
出
さ
れ
る
見

解
が
、
こ
う
し
た
問
題
の
検
討
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
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そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
建
設
的
な
隣
接
分
野
と
の
提
携
の
途
を
中
心
に
人
類
学

的
議
論
の
可
能
性
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
哲
学
、
あ
る
い
は
政
治

理
論
上
の
積
極
的
な
議
論
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

2 

「
文
化
」
と
そ
の
多
様
性
の
検
討

「
文
化
」
と
呼
ば
れ
る
問
題
の
整
理

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
今
日
、
主
に
「
文
化
」
が
問
題
化
す
る
の
は
、
次

の
二
点
で
あ
る
。
一
つ
は
、
「
人
権
」
等
を
西
欧
的
価
値
の
押
し
付
け
と
す
る
問

題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
l
リ
ン
ズ
が
「
文
化
の
文
化
」

B
と
呼
ぶ
よ
う
な
、
下
位
集
団
の
文
化
の
尊
厳
が
叫
ば
れ
る
状
況
で
あ
り
、
マ

ル
チ
・
カ
ル
チ
ャ
リ
ズ
ム
や
一
部
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
問
題
を

含
む
「
差
異
の
政
治
」
の
問
題
で
あ
る
。
前
者
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
や
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
か
ら
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
政
府
に
い
た
る
ア
ジ
ア
の
国
家
が
行
う
文
化
的

独
自
性
の
主
張

B
で
あ
り
、
後
者
は
、
ア
フ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
や
ヒ
ス
パ
ニ
ッ

ク
、
北
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
や
ケ
ベ
ッ
ク
の
フ
ラ
ン
ス
系
住
民
か
ら
ア
フ
リ
カ
の

部
族
に
い
た
る
様
々
な
下
位
集
団
の
文
化
的
尊
厳
の
主
張
で
あ
る
。

前
者
が
比
較
的
は
っ
き
り
と
し
た
論
点
を
共
有
す
る
の
に
対
し
て
、
肇
告
は
、



「
差
異
」
を
尊
重
す
る
政
治
の
希
求
と
い
う
大
ま
か
な
共
通
項
は
あ
る
も
の
の
、

そ
の
一
方
で
、
周
知
の
と
お
り
、
複
数
の
立
場
が
存
在
し
、
互
い
に
矛
盾
す
る

主
張
が
混
在
し
て
い
て
多
様
で
あ
る
。

そ
う
し
た
違
い
を
あ
げ
れ
ば
、
分
離
主
義
的
か
否
か
、
本
質
主
義
的
か
否
か
、

リ
ベ
ラ
ル
的
か
否
か
と
い
っ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
旦
ハ
体
的
に
見
る
と
、
分
離

主
義
的
か
否
か
は
、
北
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
や
ケ
ベ
ツ
ク
の
例
の
よ
う
に
、
実
質

的
に
、
分
離
可
能
な
条
件
の
調
う
ケ
l
ス
か
、
ア
フ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
よ
う

に
そ
れ
が
不
可
能
な
ケ
l
ス
と
の
違
い
と
、
あ
る
程
度
い
え
る

(50
本
質
主
義

的
か
否
か
は
、
実
践
の
場
か
、
理
論
の
場
か
の
違
い
と
あ
る
程
度
相
関
す
る

B
。

リ
ベ
ラ
ル
的
か
否
か
は
、
北
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
よ
う
な
非
白
人
集
団
を
念
頭

に
お
く
か
、
ケ
ベ
ツ
ク
の
フ
ラ
ン
ス
系
カ
ナ
ダ
入
社
会
な
ど
を
念
頭
に
お
く
か

の
違
い
に
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
B
E

ま
た
、
理
論
的
に
見
る
と
、
こ
う
し

た
違
い
は
、
次
の
二
点
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
と
い
う
遣
い
と
あ
る
程

度
相
関
す
る
。
「
文
化
」
の
政
治
性
き
と
相
対
性
で
あ
る
百

)
0

「
政
治
性
」
と

は
、
文
化
的
な
「
違
い
」
な
い
し
は
「
(
集
合
的
)
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
は
、

政
治
的
に
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
原
理
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
下
で
、

過
去
か
ら
今
に
い
た
る
支
配
側
の
構
築
の
犯
罪
性
と
、
未
来
に
向
け
て
の
支
配

さ
れ
て
き
た
側
の
構
築
の
可
能
性
が
主
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
「
相
対
性
」

と
は
、
西
欧
の
「
文
化
」
・
文
明
、
と
り
わ
け
、
西
欧
近
代
の
負
の
側
面
の
洗

い
出
し
の
作
業
の
中
で
確
認
さ
れ
よ
う
な
、
文
化
の
歴
史
的
相
対
性
で
あ
り
、

様
々
な
「
文
化
」
・
文
明
の
中
で
生
ま
れ
き
た
価
値
を
測
る
普
遍
的
な
尺
度
は

な
い
と
い
う
、
価
値
の
相
対
性
で
あ
る
。
前
者
と
後
者
の
違
い
を
重
く
見
て
、

カ
ル
チ
ャ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
l
ズ
対
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
図
式
を
描

く
む
き
も
あ
る
が
、
両
者
の
基
本
に
あ
る
、
差
異
の
公
正
な
取
り
扱
い
へ
の
要

求
、
構
成
主
義
(
構
築
主
義
)
的
な
考
え
方
、
集
合
性
の
前
提
の
一
一
一
点
へ
の
理

解
度
の
違
い
が
、
分
離
主
義
的
か
否
か
、
本
質
主
義
的
か
否
か
、
リ
ベ
ラ
ル
的

か
否
か
を
基
本
的
に
は
決
す
る
か
ら
で
あ
る
。

本
質
主
義
的
か
否
か
の
違
い
は
、
実
践
的
か
理
論
的
か
、
構
成
主
義
的
な
考

え
を
理
解
し
な
い
か
否
か
と
述
べ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
「
第
一
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」

を
考
慮
す
る
と
、
た
と
え
本
質
主
義
が
最
も
強
く
否
定
さ
れ
、
リ
ベ
ラ
ル
な
傾

向
が
強
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
、
文
化
集
団
の
尊
厳
が
主
張
さ

れ
る
か
た
ち
で
の
「
(
集
合
的
)
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
承
認
の
要
求
に
は
、

「
中
間
団
体
の
権
利
」
の
優
先
を
行
い
個
人
の
権
利
や
尊
厳
の
抑
圧
を
生
む
よ
う

な
問
題
が
常
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
中
間
団
体
」
と
は
元
来
「
ギ
ル
ド
」

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
国
家
と
個
人
と
の
間
に
あ
る
集
団
を
指
す
も
の
で
、
今

日
で
は
、
大
企
業
な
ど
の
「
法
人
」
や
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
よ
う
な
文
化
集

コ
ン
テ
ク
ス
ト
次
第
で
、
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
個
人
を
優
先
さ
せ
る

団
も
、

「
リ
ベ
ラ
ル
」
の
立
場
は
、
元
々
、
ギ
ル
ド
の
よ
う
な
因
習
的
な
「
中
間
団
体
」

の
抑
圧
か
ら
個
人
を
解
放
す
る
と
い
う
歴
史
的
脈
絡
の
中
で
成
立
し
て
き
た
も

の
で
あ
る
き
。
そ
れ
に
対
し
「
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
」
に
つ
な
が
る
立
場
は
、

特
定
の
社
会
や
集
合
的
な
背
景
な
し
に
は
い
か
な
る
個
人
も
権
利
も
現
実
に
は

あ
り
え
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
、
地
域
社
会
を
含
め
た
「
中
間
団
体
」
等
の
共

同
体
や
集
合
の
次
元
の
優
越
を
説
く
わ
け
で
あ
る
(
凹
)
。
リ
ベ
ラ
ル
な
「
差
異
の

政
治
」
の
構
想
の
場
合
、
文
化
的
差
異
を
考
慮
す
る
か
た
ち
へ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
修
正
を
唱
え
る
の
で
あ
る
が
「
文
化
」
と
い
う
集
合
的

な
問
題
を
リ
ベ
ラ
ル
と
い
う
個
人
優
先
の
考
え
方
に
接
ぎ
木
す
る
こ
と
は
、
困
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難
な
問
題
を
し
よ
い
こ
む
こ
と
に
な
る
。

国
家
や
そ
こ
で
の
国
民
文
化
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
主
流
文
化
に
対
し
て
、

あ
る
文
化
集
団
が
一
つ
の
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
独
自
性
と
尊
厳
を

主
張
し
、
国
家
や
主
流
文
化
に
よ
っ
て
康
調
さ
れ
不
当
な
差
別
が
あ
っ
た
と
告

発
し
、
そ
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
今
度
は
、
そ
の
集
団
内
の
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
!
と
の
聞
に
そ
れ
ま
で
国
家
や
主
流
文
化
と
そ
の
集
団
と
の
間
に
あ
っ
た

関
係
が
生
じ
、
新
た
な
抑
圧
の
構
図
が
生
じ
る
可
能
性
は
常
に
あ
る
き
。
結
局
、

こ
れ
は
永
遠
の
モ
グ
ラ
叩
き
ゲ
l
ム
を
は
じ
め
る
に
等
し
く
、
論
理
的
に
は
、

個
人
の
次
元
ま
で
無
段
階
に
こ
う
し
た
関
係
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
う
し
た
集
団
の
採
用
す
る
価
値
が
女
性
蔑
視
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、

中
絶
や
同
性
愛
や
性
同
一
性
障
室
昼
寸
に
不
寛
容
な
場
合
、
あ
る
い
は
、
聖
戦
や

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
や
血
讐
等
を
認
め
る
場
合
、
そ
れ
で
も
価
値
の
相
対
性
の
名
の

下
に
寛
容
に
扱
っ
て
も
良
い
の
か
と
い
っ
た
問
題
も
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

先
の
四
つ
の
論
点
を
満
た
し
、
本
質
主
義
を
否
定
し
新
し
い
文
化
の
「
生
成
」

を
重
視
し
そ
の
尊
厳
を
強
く
求
め
る
時
(
担
で
さ
え
、
あ
る
集
団
が
新
た
に
こ
う

し
た
厄
介
な
事
柄
を
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
結
び
付
け
る
可
能
性
を

排
除
す
る
根
拠
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
個
人
対
中
間
団

体
と
い
う
古
典
的
な
問
題
系
(
第
一
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
)
を
問
題
に
す
る
意
義

は
い
ま
だ
に
大
き
い
。

こ
う
し
た
「
文
化
」
の
問
題
は
、
結
局
、
「
文
化
と
は
何
か
」
「
そ
の
多
様
性

と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
の
派
生
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
い
う
の
は
、

い
ず
れ
も
、
「
文
化
」
は
科
学
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
唯
一
普

遍
的
な
価
値
の
体
系
と
誤
謬
か
ら
な
り
、
そ
の
タ
乏
惇
性
は
し
た
が
っ
て
者
品
尽
に

値
し
な
い
と
い
う
規
定
が
、
仮
に
、
確
認
で
き
れ
ば
、
一
応
そ
れ
ぞ
れ
の
値
が

定
ま
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
よ
り
基
本
的
な
問
題
に
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た
ち
も
ど
っ
て
、
検
討
を
行
い
た
い
。

「
文
化
」
の
多
様
性

そ
こ
で
ま
ず
、
「
文
化
と
そ
の
多
様
性
」
に
つ
い
て
の
規
定
を
行
う
た
め
に
、

最
初
の
作
業
と
し
て
、
議
論
の
簡
略
化
を
は
か
り
、
「
文
化
」
の
多
様
性
に
つ
い

て
の
既
存
の
様
々
な
「
解
釈
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
類
型
化
し
て
お
き
た
い
。

「
文
化
」
の
「
ユ
ニ
ッ
ト
」
の
「
多
元
性
」
と
「
一
元
性
」
、
人
間
の
「
認
識
」

の
「
主
観
性
」
と
「
客
観
性
」
と
い
う
、
二
つ
の
座
標
を
使
っ
て
機
械
的
に
四

類
型
を
設
定
す
る
こ
と
に
す
る
。
最
初
の
軸
は
、
個
別
文
化
は
、
独
立
し
た
単

位
と
し
て
同
定
可
能
か
と
い
、
?
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
多
元
性
」
と
は
、

「
文
化
」
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
に
せ
よ
、
|
|
価
値
で
あ
れ
、
意
味
で
あ
れ
、

言
語
で
あ
れ
、
生
活
様
式
で
あ
れ
、
何
で
あ
れ
|
|
文
化
聞
に
相
互
関
係
が
存

在
せ
ず
、
分
立
し
、
明
確
に
永
続
的
な
境
界
が
確
認
可
能
で
あ
る
よ
う
な
性
質

を
指
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
文
化
」
の
世
界
文
化
へ
の
収
散
を
認
め

る
場
合
は
、
こ
う
し
た
厳
密
な
「
多
元
性
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
の
軸
は
、
人
間
の
認
識
は
、
対
象
を
正
確
に
反
映
す
る
こ
と
が
可

能
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
フ
ァ
ク
タ
ー
」
に
よ
っ

て
、
偏
っ
た
像
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
の
か
、
し
た
が
っ
て
、
認
識
は
真
理
を
と

ら
え
う
る
の
か
、
妥
当
性
を
問
題
に
し
う
る
の
み
な
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

前
者
が
「
客
観
主
義
」
で
あ
り
、
後
者
が
「
主
観
主
義
」
と
す
る
。
前
者
は

「
誤
認
」
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
後
者
は
、
単
に
、
「
個
人
的
」
な
偏



り
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
社
会
的
」
、
「
人
類
的
」
次
元
で
の
偏
り
を
排
除
す
る
も

の
で
は
な
い
と
す
る
。

「
文
化
」
の
多
様
性
が
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
考
慮
に
値
す
る
か
否

か
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
場
合
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
「
文
化
」
の
違
い
に

つ
い
て
「
体
験
」
が
あ
り
、
そ
の
違
い
に
よ
る
「
対
立
」
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。

前
者
は
、
文
化
の
存
在
論
的
な
問
題
系
に
属
し
、
H
笠
匂
は
、
相
手
の
異
な
る
主

張
や
そ
の
基
礎
に
あ
る
認
識
は
果
た
し
て
正
し
い
の
か
、
と
い
う
認
識
の
真
偽

を
め
ぐ
る
認
識
論
的
、
価
値
論
的
な
問
題
系
に
属
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
提

示
し
た
二
つ
の
軸
は
、
文
化
の
違
い
が
存
在
す
る
の
か
、
対
立
す
る
認
識
の
違

い
を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
と
い
う
こ
の
二
つ
の
問
題
系
の
投
影
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
二
項
は
、
そ
こ
で
の
論
理
的
な
二
律
背
反
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
脈
絡
で
な
さ
れ
る
す
べ
て
の
議
論
を
、
理
論
的
に
は
、

も
ら
さ
ず
四
つ
に
類
型
化
可
能
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
、
他
の
類
型
に

よ
る
整
理
を
排
除
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
四
類
型
は
次
の
通
り
、
①
「
文
化
」
の
多
様
性
に
つ
い
て
の
「
主
観
主

義
的
多
元
弘
里
、
②
同
「
客
観
主
義
的
多
元
論
」
、
③
同
「
主
観
主
義
的
二
冗
論
」
、

④
向
「
客
観
主
義
的
二
基
型
と
な
る
(
辺

)
O

さ
て
、
認
識
論
の
軸
に
お
い
て
、
「
主
観
主
義
」
の
方
が
妥
当
す
る
と
考
え
る
。

自
の
前
に
カ
エ
ル
が
い
て
、
そ
れ
を
見
て
「
カ
エ
ル
が
い
る
」
と
い
う
よ
う
な

単
純
な
「
観
察
文
」
(
ク
ワ
イ
ン
)
の
レ
ベ
ル
で
の
理
論
負
苛
性
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
「
主
観
主
義
」
を
承
認
す
る
こ
と
の
妥
当
性
の
方
が
高
い
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
論
に
お
い
て
も
、
「
社
会
学
的
現
実
」
の
調
査
や
議
論
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
先
の
定
義
に
よ
る
「
多
元
性
」
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
経

験
上
困
難
で
あ
る
。
サ
ミ
ユ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
で
さ
え
、
単
行
本
の
中
で
、

「
文
明
の
衝
突
?
」
論
文
発
表
後
に
、
諸
文
明
の
世
界
文
明
へ
の
収
数
の
可
能
性

を
認
め
る
よ
う
に
、
自
ら
の
議
論
を
修
正
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ

て
い
る
き
ほ
ど
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
こ
こ
で
妥
当
と
さ
れ
う
る
「
解

釈
」
は
、
③
の
「
主
観
主
義
的
二
冗
弘
巴
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
先
の
ア
ジ
ア
の
政
治
家
や
政
府
の
主
張
も
こ
の
時
点
で
排
除
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
類
型
に
絞
っ
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
文
化
」
の
主
観
主
義
的
一
元
論

こ
の
類
型
の
要
件
を
満
た
す
議
論
は
多
岐
に
わ
た
り
、
対
極
に
あ
る
と
さ
れ

る
も
の
も
含
ま
れ
る
。
今
日
、
認
識
の
主
観
性
を
否
定
す
る
ケ
l
ス
は
希
で
あ

る
し
、
文
化
の
多
元
性
の
否
定
の
方
も
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
例
で
も
明
ら
か
な

よ
う
に
否
定
す
る
ケ
1
ス
は
希
で
、
ほ
と
ん
ど
の
議
論
が
こ
の
類
型
に
含
ま
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
、
論
理
的
一
貫
性
に
支
え
ら
れ
た
議
論

一
貫
性
を
維
持
で
き
ぬ
矛
盾
を
か
か
え
た
も
の
で

は
希
で
、
多
く
の
議
論
が
、

あ
る
。論

理
的
一
貫
性
の
あ
る
議
論
と
は
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

多
様
性
の
重
さ
を
承
認
す
る
「
文
化
」
の
二
冗
論
は
、
抽
象
的
な
「
構
造
」

の
二
冗
性
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
構
造
は
多
元
的
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と
み
な
し
う
る
よ
う
な
タ
Z
様
性
を
生
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要

件
を
満
た
せ
ば
、
「
文
化
」
や
「
構
造
」
の
中
身
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
幅

が
認
め
ら
れ
る
。



「
文
化
」
は
様
々
に
規
定
さ
れ
て
き
た
。
テ
レ
ン
ス
・
タ
l
ナ
l
は
、
人
類

学
の
文
化
概
念
の
二
つ
の
類
型
を
あ
げ
て
い
る
。
「
文
化
の
百
科
辞
典
的
概
念
」

と
「
文
化
の
プ
ラ
ク
シ
ス
概
念
」
と
で
あ
る
。
前
者
に
は
、
タ
イ
ラ
ー
か
ら
ギ

ア
ツ
の
定
義
ま
で
が
含
ま
れ
、
後
者
に
は
、
最
近
の
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ャ
リ
ズ
ム

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
の

「
文
化
」
も
含
め
る
こ
と
が
で
き
る

8
0
も
っ
と
も
、
サ
l
リ
ン
ズ
は
、
両
者

の
連
携
は
可
能
で
あ
る
と
し
き
、
太
田
好
信
も
こ
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る

(訪

6今
日
最
も
影
響
力
の
あ
る
カ
ル
チ
ャ
ル
・
ス
タ
デ
ィ

l
ズ

る
「
文
化
」
の
規
定
に
つ
い
て
グ
ロ
ス
パ

1
グ
ら
は
、
そ
の
困
難
さ
を
強
調
し

な
が
ら
も
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

(
C
S
)
に
お
け

C
S
の
伝
統
に
お
い
て
、
文
化
と
は
生
活
の
あ
り
方
(
も
ろ
も
ろ
の
観
念
、

態
度
、
言
語
、
実
践
、
制
度
、
権
力
構
造
を
包
摂
す
る
)
と
文
化
的
諸
実
践

の
全
範
囲
(
も
ろ
も
ろ
の
芸
術
形
式
、
テ
ク
ス
ト
、
正
典
、
建
築
、
マ
ス
プ

ロ
商
品
等
々
)
の
両
方
を
指
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
あ
る
い
は

S
-

ホ
l
ル
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
〈
文
化
〉
が
意
味
す
る
の
は
「
特
定
の
歴

史
的
社
会
に
お
け
る
諸
実
践
、
表
象
、
言
語
、
習
慣
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
で
か

つ
基
礎
的
な
領
域
」
で
あ
り
、
「
ひ
と
び
と
の
生
活
に
根
を
も
ち
、
そ
れ
を
形

づ
く
る
一
助
と
な
る
〈
共
有
球
各
守
の
矛
盾
す
る
諸
形
態
」
な
の
で
あ
る
さ

こ
う
し
た
文
化
概
念
が
、
文
化
人
類
学
的
な
文
化
概
念
と
異
な
る
の
は
、
政

治
的
な
意
図
や
権
力
に
対
す
る
成
広
又
性
で
あ
り
、
社
会
学
的
現
実
の
反
映
と
し

て
の
「
文
化
」
の
重
層
性
へ
の
配
慮
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
カ
ル
チ
ャ
ル
・

ス
タ
デ
ィ
l
ズ
の
議
論
で
は
、
「
文
化
」
の
単
位
を
細
か
く
降
ろ
し
て
ゆ
く
と
同

時
に
、
文
化
同
士
の
よ
り
広
い
範
囲
の
文
化
的
つ
な
が
り
を
確
認
す
べ
き
だ
と

い
う
論
調
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
(
子
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こ
れ
に
対
し
て
、
別
の
議
論
も
可
能
で
あ
る
。
サ
1
・
エ
ド
モ
ン
ド
・
リ
l

チ
の
よ
う
な
社
会
人
類
学
者
は
、

5
0年
代
の
機
能
主
義
批
判
に
発
し
て
、
社

会
学
的
現
実
を
重
視
し
、
文
化
人
類
学
的
な
「
文
化
」
の
扱
い
に
異
議
を
申
し

た
て
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
帰
結
は
、
マ
ル
チ
・
カ
ル
チ
ャ
リ
ズ
ム
的
な
よ

り
小
さ
な
「
文
化
」
の
同
定
・
承
認
の
方
向
で
は
な
く
、
「
文
化
」
を
人
間
の
後

天
的
属
性
を
示
す
抽
象
概
念
と
し
て
用
い
る
べ
き
だ
と
い
う
、
個
別
の
「
文
化
」

の
同
定
・
承
認
を
否
定
す
る
、
そ
れ
と
は
逆
の
方
向
を
唱
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

リ
l
チ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
つ
の
文
化
を
他
の
文
化
と
区
別
し
、
一
つ
の
文
化
要
素
を
他
の
文
化
要

素
と
区
別
す
る
デ
グ
パ

l
ジ
ュ
、
不
連
続
性
は
、
十
中
八
九
、
観
察
者
で
あ

る
人
類
学
者
の
心
の
中
に
だ
け
存
在
す
る
き

人
類
学
者
が
対
象
と
す
る
一
つ
の
社
会
(
領
域
の
確
定
で
き
る
政
治
単
位
)

に
対
応
物
と
し
て
の
ひ
と
つ
の
個
別
文
化
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
現
実
に
反
す

る
と
リ
l
チ
は
主
張
す
る
。
社
会
の
単
位
も
、
一
つ
の
社
会
が
さ
ら
に
大
き
な

社
会
の
一
部
で
あ
る
と
い
っ
た
具
合
に
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の

違
い
が
明
確
に
区
別
で
き
る
よ
う
な
客
観
的
な
単
位
と
し
て
扱
い
う
る
の
に
対

し
て
、
「
文
化
」
の
方
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
一
つ
の
社
会
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ



て
、
社
会
的
に
成
層
化
し
、
各
社
会
層
が
独
自
の
文
化
属
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
、
象
徴
使
用
は
空
間
的
に
統
一
性
が
な
く
、
し
か
も
時
間
の
経
過
と
と

も
に
変
化
す
る
ま
っ
た
く
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
経
験
的
に
い
え
る
の

で
あ
り
、
そ
の
社
会
で
の
「
文
化
」
の
あ
ら
わ
れ
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
社
会
の
単
位
の
対
応
物
と
し
て
の
個
別
文
化
を
想
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

E
n
c
F
R
o
-
-
と
は
書
け
て
も
、
ぷ
三
苫
話
回
ョ
と
は
書
け
な
い

と
い
う
の
で
あ
る

9
0

マ
ル
チ
・
カ
ル
チ
ャ
リ
ズ
ム
的
用
法
と
リ
!
チ
の
用
法
と
の
、
こ
の
遣
い
は
、

用
語
法
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
マ
ル
チ
・
カ
ル
チ
ャ
リ
ズ
ム
的
用
法
で
は

生
じ
や
す
い
「
文
化
」
の
本
質
論
的
理
解
を
、
き
っ
ぱ
り
と
は
じ
く
思
想
の
違

い
で
も
あ
る
。
「
文
化
」
は
単
位
と
し
て
同
定
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、

人
間
の
示
す
後
天
的
な
属
性
と
し
て
、
む
し
ろ
そ
の
機
能
に
注
目
す
る
こ
と
に

意
味
が
あ
る
よ
う
な
普
遍
的
な
事
柄
で
あ
る
。
「
文
化
」
は
こ
の
よ
う
に
二
冗
論

的
に
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
マ
ル
チ
・
カ
ル
チ
ャ
リ
ズ
ム
的

な
議
論
に
お
い
て
も
、
周
知
の
通
り
、
「
文
化
」
を
、
互
い
に
、
変
化
し
、
溶
け

合
い
、
か
か
わ
り
合
う
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ

る

3
0
そ
し
て
、
こ
の
リ
l
チ
の
説
が
、
「
主
観
主
義
的
一
元
論
」
の
用
件
を

最
も
う
ま
く
満
た
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
説
に
立
っ
た
時
、
次
の
よ
う
な
転
換
が
起
き
る
。
つ
ま
り
、
「
文
化
」
が

異
な
る
か
ら
、
あ
る
人
々
が
他
の
人
々
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
あ

る
社
会
を
他
の
社
会
と
区
別
し
、
自
分
達
を
他
の
社
会
の
人
々
は
違
う
の
だ
と

主
張
す
る
時
に
、
一
役
か
う
の
が
「
文
化
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
語
、

宗
教
、
衣
装
、
旗
印
、
系
図
、
し
き
た
り
、
神
話
、
そ
う
い
っ
た
様
々
な
、
文

化
属
性
や
象
徴
の
使
用
に
よ
っ
て
、
私
達
は
あ
な
た
が
た
と
違
い
、
あ
な
た
が

た
は
私
達
と
は
異
な
る
の
だ
と
示
す
の
で
あ
っ
て
、
「
文
化
」
が
異
な
る
こ
と
が
、

人
々
の
区
別
の
本
質
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
2
5

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
「
丈
化
」
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
結
び
付
く
、
便
宜
的
で
は
あ
る
が
、

同
定
可
能
な
ユ
ニ
ッ
ト
と
と
し
て
構
築
さ
れ
る
も
の
と
し
た
場
合
、
既
に
触
れ

た
よ
う
に
、
ユ
ニ
ッ
ト
内
で
の
新
た
な
対
立
に
つ
な
が
っ
た
り
、
本
質
主
義
的

な
理
解
に
傾
斜
す
る
よ
う
な
危
険
と
混
乱
を
は
ら
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味

で
、
リ
l
チ
の
用
語
法
の
霊
位
を
主
張
し
た
い
。

と
は
い
え
、
「
文
化
」
の
便
宜
的
ユ
ニ
ッ
ト
を
定
め
る
こ
と
は
、
自
分
た
ち
が

い
か
な
る
言
語
の
使
用
を
選
択
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
人
々
を
身
内
と
し
て

っ
き
あ
っ
て
い
く
の
か
、
ど
の
よ
う
な
く
ら
し
方
を
し
、
何
を
信
じ
、
自
分
の

子
供
た
ち
に
何
を
教
え
る
べ
き
か
を
、
統
一
的
に
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
ら
は
、
個
人
の
選
択
に
見
え
て
、
実
は
集
合
の
次
元
に
属
さ
ざ
る
を

え
な
い
問
題
で
あ
る
。
言
語
も
、
身
内
も
、
個
人
だ
け
で
は
意
味
を
な
さ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
文
化
集
団
の
承
認
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
り
、
も
し
リ

l
チ
に
し
た
が
え
ば
、
こ
う
し
た
視
点
が
欠
落
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
文
化
」
を
人
間
の
後
天
的
属
性
と
そ
の
生
産
物
を
示
す
も
の
と
し
、
そ
の

多
様
性
の
原
因
を
、
学
習
性
や
社
会
性
と
い
っ
た
人
間
の
普
遍
的
な
性
向
に
求

め
る
と
い
っ
た
仮
説
に
立
て
ば
、
多
様
性
は
、
普
遍
性
の
あ
ら
わ
れ
と
い
う
逆

説
が
提
示
で
き
る
。
文
化
差
は
、
条
件
の
違
い
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
ず
、
条
件

が
隔
た
れ
ば
、
厳
密
な
多
元
論
が
妥
当
す
る
か
の
よ
う
な
違
い
を
示
す
し
、
逆

に
、
条
件
が
同
一
化
す
れ
ば
、
違
い
が
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
現
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状
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
多
様
性
が
条
件
の
一
角
を
占
め
、
こ
う
し
た
多
様

性
と
共
通
条
件
と
の
関
数
と
し
て
、
当
該
の
時
点
の
多
様
性
が
決
定
づ
け
ら
れ
、

各
様
性
の
減
退
が
残
存
す
る
違
い
を
か
え
っ
て
目
立
た
せ
、
か
な
り
の
数
の
人

聞
が
広
範
囲
に
散
在
す
る
限
り
、
学
習
性
や
社
会
性
の
た
め
に
生
じ
る
新
た
な

差
異
も
加
わ
る
よ
う
な
状
態
が
続
く
聞
は
、
条
件
の
完
全
な
同
一
化
は
あ
り
え

ず
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
な
に
が
し
か
の
差
異
は
常
に
残
る
は
ず
で
あ
り
、

逆
に
全
く
重
な
る
部
分
が
な
い
ほ
ど
隔
た
る
こ
と
も
あ
り
え
ず
、
共
通
す
る
部

分
も
見
出
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
、
象
徴
の
シ
ス
テ
ム
の
分
析
や
理
解

の
仕
事
が
半
永
久
的
に
な
く
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
き
、
後
者
は
ド

ナ
ル
ド
の
デ
イ
ヴ
ッ
ト
ソ
ン
の
「
反
相
対
主
義
」
を
支
持
す
べ
き
で
あ
ろ
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
主

)
O

し
た
が
っ
て
、
こ
の
モ
デ
ル
に
従
え
ば
、
「
文
化
」
は

多
様
で
あ
る
が
、
二
冗
的
で
あ
る
こ
と
が
矛
盾
な
く
示
さ
れ
、
現
実
の
理
解
と

も
整
合
性
を
も
っ
て
、
「
文
化
」
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
「
文
化
」
の
違
い
は
、
条
件
の
違
い
で
あ
り
、
あ
る
「
文
化
」
の
ユ
ニ
ッ

ト
の
承
認
や
保
護
と
い
っ
た
問
題
は
、
相
当
に
限
定
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
。
「
文
化
」
の
あ
り
様
は
流
れ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
便
宜
的

な
ユ
ニ
ッ
ト
が
「
便
宜
性
」
を
有
す
る
期
間
も
条
件
も
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
条
件
を
無
視
し
た
個
別
文
化
の
同
定
は
、
結
果
と
し
て
、
対
話
の

可
能
性
を
断
ち
、
分
け
ら
れ
な
い
も
の
を
分
け
る
と
い
う
、
論
理
的
、
政
治
的

無
理
を
生
み
出
し
、
時
に
政
治
的
、
軍
事
的
な
緊
張
の
芽
に
な
る
よ
う
な
事
柄

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
、
様
々
な
人
々
の
業
績
や
概
念
や
法
体
系
や
技

術
を
扱
い
直
し
た
り
、
少
な
く
も
古
い
条
約
や
協
定
に
基
づ
い
た
先
住
者
の
権

利
の
回
復
や
協
{
毒
守
の
な
い
人
々
に
対
し
て
も
そ
れ
に
準
じ
た
救
済
措
置
を
行

っ
た
り
、
様
々
な
差
別
の
撤
廃
を
行
う
こ
と
は
、
断
固
と
し
て
推
進
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
と
、
「
文
化
」
の
壁
を
高
く
積
み
上
げ

直
し
て
行
こ
う
と
す
る
こ
と
と
は
、
む
し
ろ
逆
行
す
る
。
「
文
化
」
の
次
元
の
探

聞
の
問
題
は
、
実
は
、
対
人
地
雷
の
設
置
や
核
兵
器
の
配
備
と
何
も
変
わ
ら
な

い
、
恋
意
的
で
危
険
き
わ
ま
り
な
い
暴
力
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
内
面
か
ら
人
々
を
苦
し
め
、
支
配
す
る
た
め
の
手
段
と

し
て
、
人
為
的
に
使
用
可
能
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
文
化

的
支
配
の
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
個
別
文
化
の

「
文
化
」
の
同
定
が
無
理
で
あ
る
以
上
、
あ
る
人
々
が
他
の
人
々
と
異
な
っ
て
い
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2I 
支
配
の
た
め
の
担
造

妥
当
性
の
問
題

例
え
ば
、
言
語
の
選
択
と
い
っ
た
問
題
は
、
「
文
化
」
の
選
択
と
し
て
で
は
な

く
、
別
の
問
題
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
観
主
義
は
、
多
様

な
価
値
や
見
解
が
、
い
ず
れ
も
限
定
を
持
ち
、
特
定
の
条
件
下
で
、
限
定
的
な

妥
当
性
を
持
つ
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
何
が
妥
当
で
あ
る
か
は
、
条
件

次
第
で
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
や
見

解
に
は
、
潜
在
的
に
妥
当
性
を
有
す
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
特
定
の
条
件
下
で
は
、
最
も
妥
当
な
見
解
が
特
定
で
き
る
こ
と
に
も

な
る
。
絶
対
不
変
の
価
値
や
見
解
も
な
い
が
、
完
全
な
相
対
主
義
も
あ
た
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
様
な
象
徴
の
シ
ス
テ
ム
に
準
拠
し
、
な
が



ら
な
さ
れ
る
実
際
の
判
断
は
、
確
か
に
、
こ
こ
で
い
う
最
も
妥
当
な
価
値
や
見

解
を
等
し
く
提
示
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
対
立
や
競
合
の
問
題
が
あ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
仮
に
、
そ
の
場
の
全
情
報
(
そ
れ
ら
は
、
特
定
の
意
味
の

シ
ス
テ
ム
に
準
拠
し
た
特
定
の
テ
キ
ス
ト
の
か
た
ち
で
し
か
存
在
し
な
い
わ
け

で
あ
る
が
)
を
そ
れ
ぞ
れ
の
象
徴
の
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
た
か
た
ち
に
翻
訳
し
共

有
す
る
こ
と
で
、
妥
当
な
価
値
や
見
解
へ
の
合
意
も
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
「
文
化
」
の
二
克
論
的
主
観
主
義
の
モ
デ
ル
を
共
有
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
マ
ナ
ー
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
(
夢
。
言
い
換
え

れ
ば
、
「
文
化
」
は
借
り
物
で
あ
り
、
そ
の
場
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に

借
り
か
え
る
こ
と
は
必
ず
し
も
罪
で
は
な
く
、
互
い
の
隔
た
り
に
気
づ
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
、
共
通
の
地
平
が
見
え
る
よ
う
な
逆
転
が
生
じ
る
と
い

う
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
文
化
」
と
は
、
人
間
の
後
天
的
属
性
と
そ
の
産
物

を
示
す
概
念
で
あ
り
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
の
多
様
性
は
、
学
習
性
や
社
会
性
と
い

っ
た
人
間
の
普
遍
的
な
属
性
に
起
因
す
る
現
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
条
件

が
隔
た
れ
ば
、
多
様
性
は
増
大
し
、
多
元
モ
デ
ル
が
妥
当
す
る
ほ
ど
の
違
い
が

生
じ
、
条
件
が
同
一
化
す
れ
ば
、
違
い
は
消
滅
す
る
。
し
か
し
、
現
状
で
は
、

こ
う
し
た
両
極
端
は
起
こ
り
に
く
く
、
違
い
と
同
質
性
が
残
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
異
な
る
意
味
の
シ
ス
テ
ム
の
解
明
や
シ
ス
テ
ム
聞
の
翻
訳
の
努

力
の
意
義
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
同
時
に
、
「
反
相
対
主
義
」
が
妥
当
し
、

対
話
や
理
解
の
努
力
の
意
義
が
失
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

中
で
、
個
別
文
化
の
同
定
は
、
便
宜
的
な
ユ
ニ
ッ
ト
の
設
定
に
ほ
か
な
ら
ず
、

法
的
な
尊
重
の
対
象
に
値
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
少
な
く
と
も
、
現
在

の
状
況
に
お
い
て
、
言
語
権
や
文
化
権
や
生
活
権
の
問
題
は
、
こ
う
し
た
ユ
ニ

ッ
ト
の
尊
重
の
派
生
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
一
般
的
な
人
間
の
尊
厳

の
尊
重
の
派
生
と
し
て
処
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3 

寛
容
と
権
利
ー
ー
そ
の
弁
証
法
的
理
解

一
般
的
な
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
の
枠
の
中
で
、
言
語
権
等
を
取
り
扱
う
と
い

う
こ
と
は
、
テ
ー
ラ
ー
の
図
式
で
い
う
、
「
普
遍
的
尊
厳
の
政
治
」
が
妥
当
だ
と

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
こ
の
結
論
は
、
弁
証
法
的
な
過
程
の
産
物
で

あ
り
、
テ
ー
ラ
ー
の
図
式
で
の
対
立
を
止
揚
す
る
位
置
に
あ
る
。
通
常
の
理
解

で
は
、
ロ
ー
ル
ズ
や
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
の
議
論
が
、
普
遍
的
で
あ
る
の
か
、
単
に

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
法
文
化
の
中
だ
け
で
成
立
す
る
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
本
質
を
隠
蔽
し
、
支
配
文
化
の
横
暴
だ
と
す
る
も
の
な
の
か
と
い
う
、

問
い
の
中
で
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
お
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
見
解
は
、

今
日
の
状
況
下
で
の
妥
当
性
を
評
価
す
る
も
の
で
、
そ
れ
以
外
は
意
味
が
な
い

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
二
冗
論
的
主
観
主
義
の
文
化
モ
デ
ル
に
お
い
て

は
、
普
遍
性
か
特
定
性
か
と
い
う
問
い
は
す
で
に
意
味
を
な
さ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
あ
ら
ゆ
る
価
値
や
見
解
や
理
論
は
、
特
定
の
領
域
の
中
で
成
立
す
る
も
の

で
あ
る
。
自
分
達
が
置
か
れ
、
確
認
し
う
る
、
空
間
内
に
お
い
て
、
最
も
妥
当

す
る
価
値
や
見
解
や
理
論
に
到
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
限
定

的
な
一
般
性
の
域
を
出
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
時
、
次
の
二
つ
の
視
点
を
前
提
に
す
る
こ
と
が
建

設
的
な
議
論
に
不
可
欠
で
あ
る
。
一
つ
は
、
対
立
す
る
二
つ
の
見
解
が
あ
る
場
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合
、
両
者
の
置
か
れ
た
空
間
の
中
で
、
両
者
を
止
揚
す
る
見
解
が
存
在
す
る
と

一
種
の
「
好
意
の
原
理
」
(
デ
イ
ヴ
イ
ツ
ド
ソ

想
定
し
て
対
話
に
臨
む
と
い
う
、

ン
)
の
視
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
い
か
な
る
見
解
で
あ
れ
、
限
定
的
で
不

十
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
認
識
の
主
観
性
、
限
定
性
に
起
因
す
る
の
だ
と
い

う
、
一
種
の
無
知
の
知
の
視
点
で
あ
る
。
前
者
に
立
つ
こ
と
は
、
条
件
の
共
有

化
に
向
け
て
の
基
本
的
な
態
度
と
な
る
。
後
者
に
立
つ
こ
と
は
、
相
互
理
解
の

評
価
基
準
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

構
造
人
類
学
的
な
研
究
が
明
か
し
て
き
た
よ
う
に
(
訂
正
人
間
の
認
識
に
は
普

遍
的
な
構
造
が
指
摘
で
き
る
と
同
時
に
、
人
間
の
理
解
は
、
限
定
的
な
抽
象
を

「
現
実
」
と
し
て
処
理
す
る
傾
向
が
強
い
。
境
界
の
設
定
は
恋
意
的
で
あ
る
。
ま

た
文
化
の
政
治
学
の
視
点
を
持
ち
込
め
ば
、
そ
の
恋
意
性
に
は
、
支
配
側
の
意

図
と
い
っ
た
政
治
性
が
か
か
わ
る
わ
け
で
あ
る
(
担

)
O

秩
序
の
な
い
と
こ
ろ
に
秩

序
を
見
出
す
の
は
、
人
間
の
側
の
志
向
性
に
よ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
ら
の

思
惟
が
ど
の
よ
う
な
空
間
に
属
し
、
ど
の
よ
う
な
制
約
の
下
に
妥
当
性
が
保
証

さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
気
づ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

傾
向
か
ら
、
多
く
の
政
治
理
論
自
体
、
ま
た
人
類
μ主
旬
の
議
論
の
多
く
も
、
自

由
で
は
な
い
お
)
O

い
か
な
る
秩
序
も
あ
る
流
れ
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
の
志
向
性

の
中
で
そ
の
よ
う
に
映
る
も
の
で
あ
っ
て
、
刻
々
と
か
た
ち
を
ず
ら
し
な
が
ら
、

止
ど
ま
る
こ
と
な
く
変
転
し
て
い
く
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
わ

れ
わ
れ
は
、
絶
対
的
な
到
達
点
を
想
定
で
き
な
い
し
、
す
べ
き
で
も
な
い
。
し

か
し
、
多
く
の
場
合
、
秩
序
を
求
め
、
そ
こ
を
起
点
に
し
て
様
々
な
「
客
観
的

な
批
判
」
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
流
れ
に
逆
行
し
、
そ
の
意
図

と
は
異
な
る
結
果
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
た
だ
必
要
な
こ
と
は
、

便
宜
的
な
理
解
を
、
そ
の
便
宜
性
に
気
づ
き
な
が
ら
有
効
に
組
み
直
し
続
け
る

こ
と
で
あ
る
。
「
仲
良
し
」
の
す
す
め
は
、
実
際
に
は
、
「
い
じ
め
」
の
す
す
め

に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
り
、
夢
や
希
望
を
与
え
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
非

行
の
す
す
め
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
中
で
、
と
る
べ
き
態
度
は
、
拙
稿
で
い
う
「
弁
証
法
的
寛
容
」
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
く
「
批
判
主
義
的
不
寛
容
」
の
対
極
に
あ
る
も
の
で
あ

る
。
「
弁
証
法
的
」
と
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
異
な

る
立
場
の
統
合
を
模
本
金
9
る
こ
と
を
指
し
、
「
寛
容
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

の
潜
在
的
妥
当
性
を
認
め
、
ま
た
、
い
ず
れ
の
立
場
も
抱
え
る
分
不
相
応
な
普

遍
的
な
性
向
を
認
め
て
、
不
完
全
で
あ
る
こ
と
、
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
対
し

て
寛
容
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
批
判
主
義
的
不
寛
容
」
は
、

相
手
の
立
場
の
不
完
全
性
や
問
題
点
を
対
象
化
し
、
こ
れ
を
打
破
し
よ
う
と
す

る
態
度
を
指
す
。
「
弁
証
法
的
寛
容
」
は
、
多
く
の
政
治
理
論
と
近
い
立
場
で
あ

る
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
「
理
想
化
」
の
意
識
化
を
強
調
す
る
点
で
異
な
る

も
の
で
あ
る
。
「
批
判
主
義
的
不
寛
容
」
は
、
一
部
の
カ
ル
チ
ャ
ル
ス
タ
デ
ィ
l

ズ
で
の
議
論
な
ど
を
含
む
、
闘
争
的
な
立
ち
場
に
近
い
。
た
だ
し
、
前
者
は
、

「
批
判
」
そ
の
も
の
は
、
課
題
を
指
摘
す
る
必
要
な
態
度
で
あ
る
と
考
え
る
も
の

で
あ
る
。
「
批
判
」
と
「
綜
合
」
の
相
互
補
完
性
を
否
定
す
る
、
迷
妄
な
批
判
主

義
の
み
が
「
批
判
主
義
的
不
寛
容
」
な
の
で
あ
る
。

様
々
な
見
解
に
は
潜
在
的
妥
当
性
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
敬
意
が
は
ら

わ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
特
定
の
状
況
下
で
は
、
特
定
の
見
解
の
み
が
、

顕
在
的
妥
当
性
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
見
解
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
尊

重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
い
の
で
あ
る
が
、
逆
に
、
恒
常
的
な
妥
当
性
を
持
つ
も



の
で
は
な
い
こ
と
が
、
常
に
老
品
思
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
北
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
言
語
権
が
争
わ
れ
る
時
、
「
文
化
」
の
尊
厳
の
問

題
で
は
な
く
、
彼
ら
の
置
か
れ
た
状
況
下
で
の
妥
当
性
の
問
題
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
独
自
の
言
語
で
し
か
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
と
れ
な
い
場
合
、
ま
た
、
独
自
の
「
価
値
観
」
に
基
づ
い
て
し
か
対
処
で
き

な
い
場
合
、
そ
れ
を
老
品
臆
し
た
対
応
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
ど

ん
な
に
非
科
学
的
で
あ
る
と
直
感
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
彼
ら
の
見
解
に

敬
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
積
極
的
に
、
そ
の
違
い
を
固
定

化
し
て
い
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
逆
に
、

空
間
を
共
有
し
な
い
人
々
に
対
し
て
、
積
極
的
に
「
教
化
」
す
べ
き
だ
と
い
う

こ
と
に
も
与
す
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
危
険
性
の
方
が
認
め
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
議
論
さ
れ

る
よ
う
な
空
間
を
共
有
す
る
者
の
聞
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
違
い
は
考

慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
過
度
に
尊
重
す
る
理
由
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
時
重
要
な
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
1

キ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

我
々
の
社
会
は
固
定
し
た
具
体
的
倫
理
に
よ
り
結
束
し
た
社
会
で
は
な
く
、

ま
た
、
正
義
、
公
正
、
そ
し
て
価
値
あ
る
正
し
い
生
活
が
要
求
す
る
事
柄
の

詳
細
に
ま
で
わ
た
る
合
意
に
よ
っ
て
結
束
し
た
社
会
で
も
な
い
。
(
私
の
考

え
で
は
、
も
し
我
々
が
こ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
合
意
に
達
し
た
と
し
た
す

自る
らな
有ら
すば
る
諸我
制々
度の
~社
r'{r t、

革言
しよ
さり
つ悪
とし
すき
号社
(/) t、

す巨
めか
る、孟
宍だ
そを
の{。
殴豆 、J

に我
前々
提は

と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
る
の
は
、
我
々
が
創
り
あ
げ
た
知
何
な
る
制
度
組
織

も
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
多
数
派
や
行
政
機
関
や
裁
判
所
の
知
何
な
る

決
定
も
、
単
に
決
定
が
下
さ
れ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
正
し
い
も
の
と
は
言

え
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
決
定
が
維
持
さ
れ
る
て
い
る
か
ぎ
り
我
々
が
そ

れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
当
の
決
定
が
正
し

い
も
の
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な

仕
方
で
、
よ
り
善
く
よ
り
公
正
で
よ
り
正
義
に
か
な
う
、
と
わ
れ
わ
れ
が
期

待
す
る
社
会
に
向
か
っ
て
前
進
す
る
。
あ
る
場
合
に
こ
の
歩
み
は
後
退
で
あ

る
と
す
べ
て
の
人
々
が
考
え
る
と
し
て
も
、
全
体
と
し
て
は
前
進
で
あ
る

と
我
々
は
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
現

在
の
社
会
が
多
様
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
社
会
の
名
に
お
い
て
さ
ら
に
特

別
の
制
限
を
受
け
容
れ
る
。
我
々
は
一
緒
に
行
進
し
、
そ
の
時
々
に
我
々
が

到
達
し
た
原
理
上
の
合
意
は
、
更
に
行
進
を
共
に
す
る
際
の
共
通
の
場
と
し

て
万
人
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
傷
つ
け
ら
れ
た
も
の
を
置
き

去
り
に
す
る
こ
と
な
く
人
種
や
性
や
性
的
傾
向
に
お
け
る
少
数
派
を
無
視
す

る
こ
と
も
な
い
。
た
と
え
彼
ら
と
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
が
多
数
派
の
利
益

を
害
す
る
場
合
で
も
、
我
々
は
彼
ら
を
置
き
去
り
に
す
る
こ
と
は
な
い
の
で

あ
る
き

少
々
長
く
な
っ
た
が
、
こ
う
し
た
社
会
観
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
リ
ベ

ラ
ル
な
寛
容
を
う
た
っ
た
法
体
系
の
全
体
を
誠
実
に
解
釈
す
る
中
で
、
そ
れ
に

反
す
る
規
定
や
逆
に
そ
れ
に
沿
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
実
際
に
は
規
定
の
な

い
事
案
に
対
し
て
、
裁
判
官
が
、
規
定
の
無
効
を
決
定
し
、
事
実
上
の
新
た
な
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規
定
の
立
法
を
行
う
、
法
の
「
解
釈
学
的
モ
デ
ル
」
が
「
実
証
主
義
的
モ
デ
ル
」

に
か
わ
っ
て
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
は
主
張
す
る
。
そ

し
て
、
少
数
派
の
権
利
が
、
多
数
派
の
決
定
に
よ
っ
て
、
軽
視
さ
れ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
、
「
平
等
な
尊
重
と
配
慮
を
受
け
る
権
利
」
と
呼
ぶ
、
反
功
利
主
義

的
な
観
念
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
さ
o

本
稿
が
こ
う
し
た
立
場
を
承
認
す
る
の
は
、
「
差
異
の
政
治
」
が
叫
ば
れ
る
今

日
の
空
間
に
お
け
る
、
妥
当
な
政
治
理
論
は
、
人
権
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
っ

た
原
理
を
完
全
に
否
定
し
て
は
な
り
た
た
ず
、
か
っ
、
個
別
文
化
の
ユ
ニ
ッ
ト

を
基
礎
に
置
く
こ
と
を
否
定
す
る
以
上
、
多
文
化
主
義
的
な
政
治
理
論
を
採
用

す
る
わ
け
に
も
、
テ
ー
ラ
ー
の
よ
う
な
理
想
主
義
的
な
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
の

理
論
を
採
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
結
局
、
ド
ゥ
オ

1
キ
ン
の
よ
う
な
、
一
般
的

な
尊
厳
の
尊
重
の
中
で
、
少
数
派
の
権
利
を
重
く
み
る
よ
う
な
工
夫
に
妥
当
性

を
見
出
す
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
の
立
場
が
普
遍
的
な

価
値
の
表
明
で
あ
る
と
か
、
人
権
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
っ
た
原
理
が
絶
対
真

理
な
ど
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
日
妥
当
な
原
理
に
対
し
て
、

最
も
そ
の
原
理
に
誠
実
に
権
利
の
配
分
可
能
に
す
る
よ
う
な
や
り
方
を
現
時
点

で
妥
当
と
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
、
公
平
で
あ
る
は
ず
の
一
般
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ツ
プ
の
考
え

方
は
、
か
え
っ
て
、
少
数
派
や
被
抑
圧
者
に
対
し
て
不
公
平
に
働
い
て
き
た
こ

と
は
事
を
式
で
あ
る
ゐ
)
O

し
か
し
、
「
差
異
化
さ
れ
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」
(
ヤ

ン
グ
)
の
基
礎
を
な
す
は
ず
の
文
化
差
に
つ
い
て
、
本
稿
で
提
示
す
る
議
論
が

妥
当
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
選
択
肢
は
ど
ん
な
に
魅
力
的
で
あ
ろ
う
と
採
る
わ
け

に
は
い
か
な
く
な
る
。
実
質
的
な
差
異
に
よ
る
不
公
平
、
例
え
ば
移
住
者
、
帰

国
者
の
言
語
の
ハ
ン
デ
ィ
ー
等
に
対
し
て
、
適
切
な
ケ
ア
が
求
め
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
し
、
被
抑
圧
者
に
対
す
る
賠
償
や
保
障
を
明
確
に
行
う
べ
き
で
あ
る
し
、

教
育
や
学
問
の
領
域
に
お
い
て
、
様
々
な
見
解
や
遺
産
を
視
野
に
い
れ
た
上
で

の
、
妥
当
な
内
容
の
選
択
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

基
礎
に
、
な
に
が
し
か
の
個
別
文
化
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
想
定
す
る
よ
う
な
、
差
異

へ
の
配
慮
を
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
主
観
主
義
的
一
元
論
に
基

づ
く
「
文
化
」
の
あ
ら
わ
れ
の
多
様
性
へ
の
配
慮
を
組
み
込
ん
だ
、
一
般
的
な

尊
厳
を
尊
重
す
る
枠
組
み
の
中
で
行
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ま
た
前
稿
で

述
べ
た
人
類
学
的
な
研
究
の
意
義
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
ド
ゥ
オ
1
キ
ン
の
議
論
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も
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
再
読
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

+エ(l)
佐
藤
研
一
「
文
化
の
多
様
性
と
解
釈
」
『
年
報
人
間
科
学
』
第
一
九
号
、
大
阪

大
学
人
間
科
学
部
、
一
九
九
八
年
、
二
六
七
1
七
一
頁
。

(2)
こ
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
杉
田
敦
「
権
力
の
系
譜
学
』
一
九
九
八
年
、
岩
波

書
庖
、
一
八
一
頁
参
照
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
ー
ラ
ー
他
(
佐
々
木
毅
・
辻
康

雄
・
向
山
恭
一
訳
)
「
マ
ル
チ
・
カ
ル
チ
ャ
リ
ズ
ム
』
一
九
九
六
年
、
岩
波
書

応
、
五
三
頁
。

(3)
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ウ
ウ
ォ
1
キ
ン
(
木
下
毅
・
小
林
公
・
野
坂
泰
司
訳
)
『
権
利

論
』
一
九
八
六
年
、
木
鐸
社
。

(4)
山
下
普
司
「
文
化
人
類
学
を
ヴ

7
1
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
す
る
」
、
船
曳
建
夫
編

『
文
化
人
類
学
の
す
す
め
』
所
収
、
一
九
九
八
年
、
筑
摩
書
房
、
一
一
一
一
八
頁
参

昭…。

(5)
「
文
化
を
語
る
権
利
は
誰
に
あ
る
の
か
?
」
(
太
田
好
信
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
文
化
人
類
字
|
文
化
を
語
る
権
利
は
誰
に
あ
る
の
か
」
船
曳
建
夫
編



『
文
化
人
類
学
の
す
す
め
」
所
収
、
一
九
九
八
年
、
筑
摩
書
房
、
一

O
九
頁
。
)

が
話
題
に
な
る
今
日
で
も
、
本
格
的
な
検
討
は
決
し
て
盛
ん
と
は
言
え
な
い
。

(6)
テ
ッ
サ
・
モ
l
リ
ス
H
鈴
木
は
、
具
体
的
な
議
論
や
豪
州
の
多
文
化
主
義
政

策
を
例
に
、
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
文
化
・
多
様
性
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

|
|
多
文
化
主
義
と
文
化
資
本
の
概
念
に
か
か
わ
る
小
老
黍
」
「
思
想
』
一
九

九
六
年
9
月
号
、
四
五
頁
。

(7)
千
葉
真
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
政
治
の
概
今

γ
!ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
に
む
け
て
」
『
思
想
』
一
九
九
六
年
9
月
号
、
一

0
1
一
一
一
良
、
二
二
頁
、

[
改
題
]
(
ヤ
ン
グ
「
政
治
体
と
集
団
の
差
異
」
に
対
す
る
)
同
号
、
九
九

頁、。

(8)
エ
イ
ミ
l
・
ガ
ッ
ト
マ
ン
「
序
文
(
一
九
九
四
年
)
」
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
l
ラ

-
他
、
前
掲
一
書
所
収
、

V
頁。

(9)
ス
l
ザ
ン
・
メ
ン
ダ
ス
(
谷
本
光
男
・
北
尾
宏
之
・
平
石
隆
敏
訳
)
「
寛
容
と

自
由
主
義
の
限
界
』
一
九
九
七
年
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
一
一
貝
。

(
叩
)
同
書
、
二
七
頁
。

(
日
)
杉
田
、
前
掲
書
、
一
七
九
頁
。

(ロ
)ω
与に
2
・
Z
R
m
E
z・
-45己
目
的
〉
三
宮
町

80-ohts一一開口
z
m
E
Zロ
5
2
3

ω。
B
巾
F
2
0。ロ印
O
問
、
叶
司
自
己
拍
手
口

g
E弓

¥
H
V
M

也
市
町
胃
g
m口
広
門
同
時
O
H
白

no--oρ
三
曲
呂
田
門
己
5
0
m
H
X
H
H・け
g
m口
付
。
同
〉
ロ
汁
}
戸
円

o
u
o
一om一ア
O
印印}内
mW

C
ロ戸〈巾
H-mE可
・
。
印
阻

w
p
oロ
』
釦
ロ
ロ
同
HM、

N少
]
{
由
。
∞

bu-N山

γω
九
日
・

(
日
)
リ
l
・
ク
ア
ン
・
ユ

l
等
の
見
解
に
対
す
る
、
本
稿
と
関
連
す
る
コ
メ
ン
ト

と
し
て
は
、
テ
ッ
サ
・
モ
l
リ
ス
H
鈴
木
、
前
掲
論
文
、
三
人
i
四
O
頁、

梶
原
景
昭
「
民
主
主
義
」
『
ア
エ
ラ
ム
ツ
ク
人
類
学
が
わ
か
る
。
』
一
九
九
五

年
、
朝
日
新
聞
社
、
二
ニ
O
頁
。
ウ
ズ
ベ
ク
ス
タ
ン
を
中
心
と
し
た
中
央
ジ

ア
で
の
こ
う
し
た
動
き
に
つ
い
て
は
、
山
根
裕
子
『
経
済
交
渉
と
人
権
』
中

公
新
書

5
8、
一
九
九
七
年
、
中
央
公
論
社
、
二
一
四
1
五
四
頁
、
参
盾
…
。

(M)
ハ
リ
l
・
ハ
ル
ト
ゥ
l
ニ
ア
ン
、
酒
井
直
樹
「
日
本
研
究
と
文
化
研
き
『
思

想
』
一
九
九
七
年
七
月
号
、
三
三
頁
、
テ
ツ
サ
・
モ
l
リ
ス
日
鈴
木
、
前
掲

論
文
、
四
五
1
六
頁
、
参
照
。

(
日
)
「
分
離
主
義
か
否
か
」
に
つ
い
て
は
、
杉
田
敦
、
前
掲
書
、
一
八
O
頁
、
「
リ

ベ
ラ
ル
か
否
か
」
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
一
八
六
頁
。

(
凶
)
辻
内
鏡
人
「
多
文
化
主
義
の
思
想
史
的
文
脈

1
1現
代
ア
メ
リ
カ
の
政
治
文

化
」
冒
詣
U

」
一
九
九
四
年
九
月
号
、
五
六
1
七
頁
。
小
笠
原
博
毅
「
文
化
と

文
化
を
研
究
す
る
こ
と
の
政
治
堂
1

|
ス
テ
ユ
ア
l
ト
・
ホ
ー
ル
の
問
題
設

{
亙
冒
詣
出
一
九
九
七
年
三
月
号
、
四
六
頁
。

(
げ
)
閃
論
文
、
五
六
1
七
頁
。
杉
田
、
前
掲
害
、
一
八
七
1
九
三
頁
。

(
路
)
樋
口
陽
一
「
自
由
と
国
家
』
岩
波
新
書
呂
、
一
九
八
九
年
、
岩
波
書
庖
、
一

八
六
頁
。

(
問
)
杉
田
、
前
掲
書
、
一
七
一

i
五
頁
。

(
却
)
斉
藤
純
一
「
民
主
主
義
と
複
数
性
」
「
思
想
』
一
九
九
六
年
九
月
号
、
八
一

頁。

(
幻
)
テ
レ
ン
ス
・
タ
l
ナ
l
(柴
山
麻
妃
訳
)
「
人
類
学
と
マ
ル
チ
・
カ
ル
チ
ャ
リ

ズ
ム
」
『
現
代
思
想
』
一
九
九
八
年
六
月
号
、
一
五
七
頁
。

(
辺
)
各
類
型
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
、
前
掲
論
文
、
二
六
八
1
九
頁
参
照
。

(
お
)
サ
ミ
ユ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
(
鈴
木
主
税
訳
)
『
文
明
の
衝
突
』
一
九
九
八

年
、
集
英
社
、
七
七
頁
。
「
客
観
主
義
的
多
元
論
」
の
見
え
る
ハ
ン
チ
ン
ト
ン

の
立
場
を
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
意
外
で
あ
ろ
う
が
、
全
体
の
整
合

性
は
と
も
か
く
、
直
接
の
言
及
だ
け
を
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
は
い

る
こ
と
に
な
る
。
認
識
の
主
観
性
の
問
題
も
、
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ア
ー

の
議
論
に
よ
り
な
が
ら
、
主
観
主
義
的
な
立
場
を
一
応
表
明
し
て
い
る
(
同

書
、
四
八
九
頁
。
)
。

(
担
)
テ
レ
ン
ス
・
タ
l
ナ
1
、
前
掲
論
文
、
頁
。

(お

)ω
喜一百回-ppo--uu-NhwEω
品・

(
お
)
太
田
、
前
掲
論
文
、
一

O
八
頁
。
た
だ
し
太
田
の
サ
l
リ
ン
ズ
理
解
は
本
稿
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と
は
異
な
る
、
太
田
好
信
『
ト
ラ
ン
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
思
想
』

世
界
思
想
社
、
頁
。

(
訂
)
ネ
ル
ソ
ン
、
ト
レ
ク
ラ
i
、
グ
ロ
ス
パ

i
グ
(
浜
邦
彦
訳
)
「
カ
ル
チ
ャ

ル
-
ス
タ
デ
ィ
l
ズ
と
は
何
か
」
『
現
代
思
想
』
一
九
九
八
年
六
月
号
、
九
七

頁。

(
お
)
寸
町
田
口
ぴ
タ
巴
F
N向
日

u
a
v
p・
2
日

uou己一同門
3
5
〉

E
R
W同
門
戸
口
己
一

E
円
白
¥
〉
ロ
ロ
ロ
釦
-

月
四
〈

5
4司
O
同
〉
ロ

s
s
u
o
-
o
m
u
J
5
8・N
印
w
H
U
H
U
-
H
N

∞B
ω
0
・

(
却
)
エ
ド
マ
ン
ド
・
リ
1
チ
(
長
島
信
弘
訳
)
『
社
会
人
類
学
案
内
』
同
時
代
ラ
イ

ブ
ラ
リ

l
g、
一
九
九
一
年
、
岩
波
書
底
、
五
一
頁
。

(
却
)
同
書
、
四
九
i
五
一
頁
。

(
訂
)
叶
，

HEσ
少国・白・
0
・b
u
-
-
N∞E
ω
0
・

(
認
)
小
泉
潤
二
「
境
界
を
分
析
す
る
グ
ア
テ
マ
ラ
の
場
合
」
黒
田
悦
子
編
「
民

族
の
出
会
う
か
た
ち
』
朝
日
選
書
臼
∞
所
収
、
一
九
九
四
年
、
朝
日
新
聞
社
、

七一

i
二
頁
、
参
照
。
た
だ
し
、
小
泉
が
こ
の
リ
1
チ
の
用
法
を
採
用
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
お
)
「
象
徴
の
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
も
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
が
、

こ
こ
で
は
、
言
語
を
中
核
と
し
た
一
般
的
な
意
味
の
次
元
を
指
す
も
の
と
し

て
お
き
た
い
。

(
お
)
「
旺
意
の
原
理
」
「
反
相
対
主
義
」
等
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ト
ソ
ン
の
議
論
に
基
づ

い
た
人
類
学
的
議
論
と
し
て
は
、
回
O

呈
戸
]
O宮
山
口
門
戸
勺

2
2
g
0
5
5百円
m-

見
冊
目
)
円
巾
町
内
山
口
門
丘
一

oロ
白
口
弘
河
冊
目
凶
一

-
Q
5
吾
巾

ω門
戸
日
会
、
。
刊
の
EXCH・

P.
〉

B
巾
ロ
ロ
白
ロ

〉
己
宵
ouo一o恒
三

-oce--C2・
H
)
U
L
N
ω
s
ω
ω

・
一
般
的
な
解
説
と
し
て
は
、

ク
ワ
イ
ン
の
議
論
も
含
め
て
、
冨
田
恭
彦
「
哲
学
の
最
前
線
』
講
談
社
現
代

新
書
エ
呂
、
一
九
九
八
年
、
講
談
社
、
八
i
四
五
頁
参
照
。

(
お
)
「
象
徴
の
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
注
の
(
お
)
参
照
。
ま
た
、

こ
こ
で
の
議
論
は
、
長
谷
川
晃
が
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
の
議
論
を
踏
ま
え
て
展
開

す
る
次
の
議
論
と
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
長
谷
川
晃
「
解
釈
的
対
話
の

一
九
九
七
年
、

可
能
性
」
『
思
想
』
一
九
九
四
年
九
月
号
、
二
一
丁
四
二
頁
。

(
お
)
例
え
ば
、
小
林
公
「
訳
者
あ
と
が
き
」
ド
ゥ
ウ
ォ

1
キ
ン
前
掲
書
所
収
、
三

三
五
頁
。

(
訂
)
エ
ド
マ
ン
ド
・
リ
l
チ
(
青
木
保
・
宮
坂
敬
三
訳
)
『
文
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l

シ
ヨ
ン
』
一
九
八
一
年
、
紀
伊
国
屋
書
庖
、
一
一
五
頁
。
メ
ア
リ
l
・
ダ
グ

ラ
ス
(
塚
本
利
明
訳
)
『
汚
穣
と
禁
忌
』
一
九
七
二
年
、
思
潮
社
、
八
0
1
二

頁。

(
お
)
小
笠
原
、
前
掲
論
文
、
四
六
頁
。
吉
見
俊
哉
「
祝
祭
論
再
考
人
類
学
か
ら

文
化
研
究
へ
」
『
状
況
』
一
九
九
五
年
九
月
号
、
八
一

1
五
頁
。

(
却
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
。
ヒ
エ
l
ル
・
ブ
ル
デ
ュ

l
の
議
論
を
参
照
。
例
え
ば
、

(
今
村
仁
司
他
訳
)
『
実
践
感
覚
l
』
一
九
九
五
年
、
み
す
ず
書
房
、
一

i
一一一

五
頁
。

(
却
)
ド
ゥ
ウ
ォ
!
キ
ン
、
前
掲
書
、
三
四
一

'I
二
頁
。

(
位
)
同
書
、
二
七
二
1
四
頁
。
「
功
利
主
義
」
と
は
多
薮
派
優
先
の
考
え
方
で
あ
り
、

民
主
主
義
的
立
法
も
多
数
決
原
理
に
よ
る
も
の
で
、
多
数
派
の
利
益
の
反
映

と
な
る
傾
向
は
否
定
で
き
な
い
。
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
が
、
反
功
利
主
義
に
立
つ

の
も
、
司
法
を
特
に
問
題
に
す
る
の
も
、
少
数
派
の
権
利
を
尊
重
す
る
こ
と

を
目
指
す
か
ら
で
あ
る
。

(
位
)
ア
イ
リ
ス

-
M
・
ヤ
ン
グ
(
施
光
恒
訳
)
「
政
治
体
と
集
団
の
差
異
普
遍
的

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
理
念
に
対
す
る
批
判
」
官
詣
と
一
九
九
六
年
九
月
号
、

一O
一ze--
一
七
頁
-
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Toleration and Righお

Kenichi Sato 

The purpose of this paper is to consider how we can understand cultural diversity in 

contemporary world， and to show that Ronald Dworkin's theory is particularly appropriate for this 

purpose. 

Cultural diversity is quite often discussed in the frame of pluralism， which leads to the idea of "politics 

of di妊'erence".But here 1 would like to argue that cultural diversity should be treated from the 

monism's point of view， and conclude that the idea of ' taking minority's rights seriously can be and 

should be developed within the frame of "politics of universal dignity" only when it is based on the 

understanding of cultural diversity on the basis of cultural monism. 
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